
佐 野 警 察 署
２ ４ － ０ １ １ ０

南 交 番
２ ４ ― ２ ９ ８ ７

佐野警察署管内で、

車上・空き巣・銅線盗
の被害が多発しています。

＜警察からのお願い＞
●車上 ・車内に貴重品を置かない。

・車の施錠をする。

●空き巣 ・外出する際は、施錠の徹底。

・雨戸が設置されている場合は、雨戸もする。

・センサーライト、防犯カメラの設置

●銅線盗 ・防犯カメラの設置。

・周囲に柵等の設置。

不審者を見たら１１０番
防犯の徹底のご協力をお願いします。

五 則
①車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用


